平成25年２月27日

横須賀市で事業所を運営する法人代表者　様

　横須賀市福祉部指導監査課長

障害者自立支援法の改正に係る定款等の変更について（通知）

日ごろから本市の障害福祉行政について、格段のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

標記について、「障害者自立支援法（平成17年法律第123号）」は、平成24年６月に成立した「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律（平成24年法律第51号）」の施行に伴い、平成25年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されます。

このことにより、平成24年12月21日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡（資料１）において「法人の定款内容に「障害者自立支援法」という用語を用いている場合は、速やかに変更が行われることが望ましいが、当該定款の該当部分が明確に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に係るものであると判断できる場合については、当該部分の内容に実質的な変更がないときに限り一定の猶予を認める」とされたところです。この「一定の猶予」に係る本市の取扱いは、次のとおりとしたので、遺漏がないようにご対応ください。

○同事務連絡では定款の変更について「一定の猶予期間も認める」としていますが、法との整合をとるため、本市においては原則平成25年度中に定款を変更するものとします。

○なお、平成26年４月に「共同生活介護」が「共同生活援助」に一元化されることに

伴う対応については、猶予期間は認められないものとされていることに留意してください。

○その他、改正に伴う運営規程及び契約書等の変更については、資料２を参照してください。
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